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居宅介護支援重要事項説明書 

 

 厚生労働省令第 38号第 4条第 1項の規定に基づき、当事業所の居宅介護支

援の提供に関し、お客様に説明すべき重要事項は、次のとおりです。 
 

1 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人磐田市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 〒438-0077磐田市国府台５７番地７ 

代表者（職名・氏名） 会長 竹森公彦 

設 立 年 月 日 平成１７年４月１日 

電 話 番 号 ０５３８―３７―４８２４ 

 

2 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 磐田市社協ケアサービス 

事 業 所 の 所 在 地 〒438-0086磐田市見付３０７０番地１ 

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
電話 ０５３８－３５－３９７１ 

FAX ０５３８－２１－２９２２ 

介護保険事業所番号 ２２７６７０００１６ 

指 定 年 月 日 平成 17年 4月 1日 

通常の事業の実施地域 磐田市内全域 

 

（2） 職員の概要 

・管理者 １人 

    管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うと 

ともに、自らも指定居宅介護支援専門員の提供にあたるものとする。 

   ・介護支援専門員 1人以上配置 

    介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成するとともに、事業者 

との連絡調整、介護保険施設の紹介等を行う。 

   ・事務職員 社会福祉士、社会福祉主事等若干名 

    必要な事務を行う。 
 

（3） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日～金曜日ただし、国民の祝日及び 12月 29日から 1月 3日までは除く 

営業時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分まで 

  ※当事業所の営業時間は上記の通りです。ただし、下記の電話番号に連

絡いただくことで２４時間を通した連絡体制を確保しています。 

携帯電話番号 ０９０－７４３０－５８７９ 
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3 居宅介護支援の概要 

（1） 居宅介護支援の内容 

項     目   内  容、  方 法 等 

要介護認定等の申請代行 

（契約書第 4条参照） 

要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区

分の変更認定、要支援認定、要支援更新認定

及びサービス種類の変更を含めた認定に係

る申請について、お客様の希望や意思を確認

したうえで、申請の代行等の援助をします。 

居宅サービス計画の作成 

（契約書第 5,6,7条参照） 

介護支援専門員は、お客様の依頼により、本

人の心身の状況や置かれている環境などに

配慮し、お客様の意思及び家族等に基づく居

宅サービス計画の作成に努めるとともに、お

客様がそれにより適切な居宅サービスを円

滑に提供されるよう誠実かつ公正中立の立

場に立った計画作成の業務を行います。利用

者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹

介するよう求めることができます。 

 

居宅サービス計画作成後

の管理 

（居宅サービス計画の変更等） 

（契約書第 8条参照） 

居宅サービス計画作成後においても、計画の

実施状況の把握に努めるとともに、お客様が

居宅サービス計画の変更を希望する場合や

当事業所が居宅サービス計画の変更が必要

と判断した場合には、お客様と事業所双方の

合意により速やかな居宅サービス計画の変

更を行います。 

サービス事業者等との連

絡調整 

（契約書第 5,8条参照） 

居宅サービス計画の作成及び居宅サービス

計画の変更等の際に、サービス事業者や介護

保険施設、医療機関等との継続的かつ密接な

連絡調整を行います。 

介護保険施設への紹介 

（契約書第 8条参照） 

お客様自身が居宅における日常生活が困難

になったと認める場合や介護保険施設への

入院又は入所を希望する場合には、介護保険

施設への紹介等の便宜を提供します。 

その他 
善良な管理者としての注意を払い、法令を遵

守します。 
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（2） 居宅介護支援の利用にあたって 

 項    目 内 容 な ど 

サービス提供困難時

の対応 

当事業所の居宅介護支援事業の実施地域を勘案

し、適切な居宅介護支援を提供することが困難な

場合は、他の居宅介護支援事業者を紹介する等の

措置を講じます。 

サービスの質の 

向上のための方策 

介護支援専門員の資質向上を図るため、定期的に

研修の機会を設けます。 

介護支援専門員を変

更する場合の対応 

介護支援専門員を変更する場合には、お客様の状

況や意向に配慮するものとします。 

プライバシーの 

遵守 

(契約書第 11 条参照）  

正当な理由がない限り、業務上知り得たお客様及

びその家族のプライバシー等を漏らすことがない

よう必要な措置を講じ、お客様等の個人情報を用

いる場合は同意を得ます。 

事故発生時の対応 

居宅介護支援の提供中に事故が発生した場合は速

やかに市町村、家族に連絡を行い、必要な措置を

講ずるものとします。 

損害賠償の責に帰すべき事故が発生した場合に

は、その損害を速やかに賠償する義務を負います。 

 その他 
苦情の申し立てや相談に対しては、迅速に対応し

ます。 

 

4 利用料金 

（1） 利用料金について 

    要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額

給付されるので、原則として自己負担はありません。 

    ただし、お客様の被保険者証に支払い方法の変更の記載（保険料を

滞納しているため、サービスを償還払いとする旨の記載）があったと

きは、1ヶ月につき下記の金額をいただきます。この場合、当事業所よ

りサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、保険者

の窓口に提出して、払い戻しを受けてください。 

居宅介護支援費Ⅰ 

居宅介護支援費 (ⅰ) 

〈取扱件数が 45件未満〉 

要介護１・２   １１，０８８円 

要介護３・４・５ １４，４０６円 

居宅介護支援費 (ⅱ) 

〈取扱件数が 45件以上 60件未満〉 

要介護１・２    ５，５５４円 

要介護３・４・５  ７，１８７円 

居宅介護支援費 (ⅲ) 

〈取扱件数が 60件以上〉 

要介護１・２    ３，３２８円 

要介護３・４・５  ４，３０８円 
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居宅介護支援費Ⅰ  ＊ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職 

           員の配置を行っている場合 

居宅介護支援費 (ⅰ) 

〈取扱件数が 50件未満〉 

要介護１・２   １１，０８８円 

要介護３・４・５ １４，４０６円 

居宅介護支援費 (ⅱ) 

〈取扱件数が 50件以上 60件未満〉 

要介護１・２    ５，３８０円 

要介護３・４・５  ６，９７３円 

居宅介護支援費 (ⅲ) 

〈取扱件数が 60件以上〉 

要介護１・２    ３，２２６円 

要介護３・４・５  ４，１８６円 

 

 

  ※その他の加算：初回加算、退院・退所加算、入院時連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）、

ターミナルケア加算等。担当件数超過による減算、運営基準減算等が

あります。 

 

（2） 交通費について 

サービスを提供する通常の実

施地域（磐田）にお住まいの方 
  無  料 

当事業所の算定する主な加算 

特定事業所加算Ⅱ 

＜421単位／月＞ 

・主任介護支援専門員を 1人以上配置 

・上記以外に介護支援専門員を 3人以上配置 

・介護支援専門員の計画的な研修を実施 

・介護支援専門員の法定研修の実習受入 

・毎週の会議開催、記録の保存 

・24時間の相談体制の確保 

・地域包括支援センターと連携しながら困難な事例の居

宅介護支援を提供 

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等への

参加 

・他法人の指定居宅介護支援事業と共同で事例検討会、 

研修会等の開催 

・特定事業所集中減算の適用なし 

・ヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病疾患者

等高齢者以外の対象者への支援に関する知識に関する

事例検討会、研修等に参加 等 

特定事業所医療介

護連携加算 

＜125単位／月＞ 

前々年度の 3月～2月までの間において、ターミナルマ

ネジメント加算を 15回以上算定していること。 



 5 

上記以外にお住まいの方 

介護支援専門員がお客様のお宅を訪問

するための交通費実費が必要となりま

す。なお、自動車を使用した場合は１ｋ

ｍ当たり 37円を徴収します。 

 

（3） 支払方法 

    お客様が当事業所に料金を支払う場合は、月毎の精算となります。 

毎月 15日までに前月分の請求をしますので、７日以内にお支払いく 

ださい。 

    お支払い方法は、銀行振込、銀行等口座引落、現金払の 3 通りの中

から、契約の際に決定します。 

 ア．指定口座への振込  

浜松磐田信用金庫 国府台支店 普通預金 5026829 

社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会 

      介護保険事業 会長  竹森公彦  

 イ．金融機関口座からの自動引落 

  ご利用できる金融機関：磐田市内の金融機関、郵便局、ＪＡ 

 

5 サービスの利用方法について 

（1） サービスの利用開始 

     居宅介護支援のサービスを希望する方は、当事業所に電話などで

お申し込み下さい。当事業所の介護支援専門員がお伺いします。 

 居宅介護支援に係る重要事項説明書等の説明を受け、同意をいた

だくとともに、契約を締結した後、居宅介護支援のサービス提供を

開始します。 

 

（2） サービスの終了について 

   ・お客さまのご都合でサービスを終了する場合 

     文書にてお申し出下されば、いつでも解約できます。ただし、次

の場合には、解約料をいただきます。 

ア．契約後、居宅サービス計画作成段

階途中で、お客様の申し出により

解約した場合 

契約時の利用料 

イ． その他解約により当事業所に不測

の損害を生じさせた場合 
アに準じた解約料をいただきます。 

    市町村への居宅サービス計画の届出終了後に解約した場合、解約料

はかかりません。 

 この他、当事業所は、お客様がこの契約を継続し難いほどの背信行

為を行ったと認めるときは、直ちにこの契約を解約することができま

す。 
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・当事業所の都合でサービスを終了する場合 

     人員不足など、やむを得ない事情によりこのサービスの提供を終了

させていただく場合があります。この場合は、サービスの提供終了 1

ヶ月前までに文書で利用者に通知するとともに、他の居宅介護支援

事業者に関する情報をお客様に提供いたします。 

・自動終了の場合 

    次の場合には、自動的にサービスを終了します。 

ア お客様が介護保険施設に入院又は入所した場合 

    イ お客様の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

    ウ お客様が亡くなった場合 

 

6 虐待防止について 

    当事業所では利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲

げるとおり必要な措置を講じます。 

   ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その

結果について職員に周知します。 

   ・事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

   ・職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に行います。 

   ・上記を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

7 苦情窓口 

    当事業所の居宅介護支援及び当事業所が作成した居宅サービス計画

に基づいて提供しているサービスの内容に関すること、介護支援専門

員に関すること、利用料金に関することなど苦情やご相談は次の窓口

に連絡ください。 

○ 苦情相談担当  管理者  山下 典子     

○ 受付時間    月曜日～金曜日  午前 8:30～午後 5:15 

○ 連絡先     （０５３８）３５－３９７１ 

 

当事業所窓口以外でもご相談や苦情などについては下記の窓口でも受 

けられます。 

磐田市役所 

健康福祉部 

高齢者支援課事業給付グループ 

所在地  磐田市国府台 57番地 7（i プラザ） 

受付時間 月曜日～金曜日  

午前 8:30～午後 5:15 

電話番号 （０５３８）３７－４８６９ 

国民健康保険 

団体連合会 

所在地  静岡市駿河区春日 2丁目 4番 34号 

受付時間 月曜日～金曜日  

午前 8:30～午後 5:15 

電話番号 （０５４）２５３－５５９０ 
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令和  年  月  日 

 

（事業者） 

 居宅介護支援の提供にあたり、この説明書に基づいて重要事項を説明しま

した。 

 

     所在地  磐田市国府台５７番地７      

     名 称  社会福祉法人磐田市社会福祉協議会 

      会 長   竹森 公彦     

 

     説明者                 印 

 

（お客様） 

 この説明書により、居宅介護支援に関する重要事項の説明を受けました。 

 

     住 所  磐田市                 

 

     氏 名                    印 

 

（代理人） 

 

     住 所                      

 

     氏 名                    印 
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